
　

平
成
21
年
度
の
保
育
料
を
左
表

の
と
お
り
決
定
し
ま
し
た
。

　

保
育
料
決
定
に
あ
た
っ
て
は
、

保
護
者
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め

次
の
措
置
を
行
い
、
県
内
他
市
と

比
べ
て
低
額
な
保
育
料
と
な
っ
て

い
ま
す
。

■
保
育
料
の
軽
減
措
置

○
保
育
料
の
一
部
を
市
が
負
担

　

国
の
定
め
る
保
護
者
徴
収
金
の

一
部
を
市
が
負
担
（
平
成
20
年
度

は
児
童
１
人
当
た
り
年
額
６
万
９

７
８
４
円
。
県
内
平
均
は
年
額
４

万
４
６
４
５
円
）
し
て
い
ま
す
。

○
第
２
子
半
額
制
度

　

１
世
帯
で
２
人
の
児
童
が
保
育

所
ま
た
は
幼
稚
園
に
入
所
・
入
園

し
、
年
齢
の
低
い
児
童
が
保
育
所

に
入
所
し
て
い
る
場
合
、
年
齢
の

低
い
児
童
の
保
育
料
を
半
額
と
し

て
い
ま
す
。

○
第
３
子
以
降
無
料
制
度

　

１
世
帯
で
３
人
以
上
の
児
童
が

保
育
所
ま
た
は
幼
稚
園
に
入
所
・

入
園
し
て
い
る
場
合
、
保
育
所
に

入
所
し
て
い
る
３
人
目
以
降
の
保

育
料
を
無
料
と
し
て
い
ま
す
。

■
問
合
せ　

市
庁
舎
別
館
女
性
児

童
福
祉
課　

保
育
児
童
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
３
３
７

　

９
月
６
日
㈰
開
催
の
市
民
総
合

体
育
大
会
開
会
式
で
、
ス
ポ
ー
ツ

の
振
興
に
努
め
た
方
々
や
大
会
で

優
秀
な
成
績
を
収
め
た
方
々
の
表

彰
を
行
い
ま
す
。

　

表
彰
の
対
象
と
し
て
ふ
さ
わ
し

い
方
が
い
ま
し
た
ら
、
ス
ポ
ー
ツ

健
康
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
表
彰
の
種
類

○
ス
ポ
ー
ツ
振
興
功
労
賞

○
ス
ポ
ー
ツ
優
秀
指
導
者
賞

○
ス
ポ
ー
ツ
最
優
秀
賞

○
ス
ポ
ー
ツ
優
秀
賞

○
市
民
ス
ポ
ー
ツ
賞

■
表
彰
の
対
象
者

○
市
内
に
居
住
す
る
方

○
市
内
に
拠
点
を
お
く
ス
ポ
ー
ツ

団
体

○
市
内
に
あ
る
学
校
ま
た
は
事
業

所
に
在
籍
す
る
方

■
表
彰
の
対
象
期
間

　

平
成
20
年
７
月
１
日
～
平
成
21

年
６
月
30
日

■
表
彰
の
推
薦
者

　

㈶
西
条
市
体
育
協
会
各
種
目
団

体
、
そ
の
他
ス
ポ
ー
ツ
関
係
団
体

■
推
薦
期
限　

７
月
３
日
㈮

■
問
合
せ

　

市
庁
舎
別
館
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
５
５

　

市
内
の
小
・
中
学
校
で
使
用
し

て
い
る
教
科
書
を
展
示
し
ま
す
。

　

会
場
内
の
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
で

皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
お
聞
か
せ
く

だ
さ
い
。

■
展
示
期
間

　

６
月
19
日
㈮
～
７
月
８
日
㈬

■
展
示
会
場

○
こ
ど
も
の
国
（
月
曜
日
休
館
）

○
丹
原
総
合
支
所
（
土
・
日
曜
日

休
み
）

■
問
合
せ

　

市
庁
舎
別
館
学
校
教
育
課

　

学
務
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－
５
２

－

１
２
５
２

　

６
月
１
日
現
在
で
、
新
た
に
登

録
さ
れ
る
選
挙
人
名
簿
の
縦
覧
を

行
い
ま
す
。

■
新
規
登
録
者

　

平
成
元
年
３
月
３
日
～
同
年
６

月
２
日
に
生
ま
れ
た
方
お
よ
び
平

成
20
年
12
月
２
日
～
平
成
21
年
３

月
１
日
に
転
入
の
届
出
を
し
た
方

で
、
平
成
21
年
６
月
１
日
現
在
に

お
い
て
、
平
成
21
年
３
月
２
日
か

ら
引
き
続
き
西
条
市
の
住
民
基
本

台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
方
。

■
縦
覧
期
間

　

６
月
３
日
㈬
～
７
日
㈰

　

８
時
30
分
～
17
時

■
縦
覧
場
所
・
問
合
せ

　

市
庁
舎
別
館
３
階

　

市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

ＴＥＬ
０
８
９
７

－
５
２

－

１
２
６
３

　

道
路
や
公
園
、
他
人
の
敷
地
な

ど
で
犬
の
フ
ン
が
放
置
さ
れ
、
フ

ン
害
の
苦
情
が
多
く
寄
せ
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

一
部
の
心
な
い
飼
い
主
が
街
の

環
境
を
悪
化
さ
せ
、
た
く
さ
ん
の

人
に
不
快
な
思
い
や
迷
惑
を
か
け

て
い
ま
す
。

　

フ
ン
害
は
飼
い
主
の
マ
ナ
ー
・

モ
ラ
ル
の
問
題
で
、
飼
い
主
の
責

任
で
す
。
犬
の
フ
ン
は
飼
い
主
が

責
任
を
持
っ
て
必
ず
片
付
け
て
、

持
ち
帰
り
ま
し
ょ
う
。

■平成21年度　保育料一覧表 保
育
料
が
決
定
し
ま
し
た

西
条
市
ス
ポ
ー
ツ
表
彰
に
ふ
さ

わ
し
い
方
を
ご
推
薦
く
だ
さ
い

教
科
書
を
展
示
し
ま
す

６
月
定
時
登
録
に
よ
る
選
挙
人

名
簿
新
規
登
録
者
の
縦
覧

犬
を
飼
う
に
は

飼
い
主
の
マ
ナ
ー
が
大
切
で
す
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